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は じ め に 
 
 平成２２年度の事業年報を刊行します。3 月 11 日に起こった東日本大震災は東北 3 県を

中心に東日本の広範囲にわたる地域に甚大な被害をもたらしました。地震とその後に襲った

津波により 1 万 5 千人余りの方が亡くなられ、今なお多数の方が行方不明となっています。亡

くなられた方々のご冥福と被災された皆様の一日も早い復興をお祈りする次第です。 

 この震災では震源から遠く離れた本県でも大きな被害が発生しましたが、香取地域でも地

盤の液状化によって建物が傾いたり、上下水道が使用不能になるなど、これまでの防災対策

ではあまり予想していなかったような事態が発生しました。当センターの庁舎も一部が損壊し、

2 か月以上にわたって検査業務が大幅に制限されることとなり、利用者の皆様方に大変ご不

便をおかけしました。 

 阪神淡路大震災以後、記憶に残る震災が全国でたびたび起こっています。しかし、今回の

震災からの復興を大きく阻んでいるのが、津波によって引き起こされた福島第一原発からの

放射能汚染であることは言うまでもなく、むしろこれ自体が巨大な災害だと言えます。放射能

汚染によって故郷を離れざるをえなくなった多くの住民、被曝を避けるため外で遊べない子

供たち、食物の汚染に不安と憤りを募らす消費者と生産者。好きなときに何の躊躇もなく電気

を使い、便利で快適な生活を享受してきたことの代償がいかに大きいものであるのか、今はそ

のごく一部が明らかになってきただけなのかもしれません。 

 私事ですが、今から十数年前、管内に原発が立地する保健所に勤務していたことがありま

す。原発がある道県ではどこでも原子力防災計画が作られており、勤務していた保健所にも、

また私にも、放射線による住民の健康被害を防止するための役割が定められていました。し

かし、その計画が十分実行可能とは思われなかったことから、改善策を提案したことがありまし

たが、県庁の原発担当者は「事故は起こりませんから」を繰り返すばかりでした。それから 6 年

後、臨界事故が起こりました。 

 福島第一原発の事故は想定外の規模の津波によって引き起こされたと電力会社は言って

います。しかし、物事があらかじめ想定された通りにしか進行しないのであれば、そもそも事故

など起きようがありません。事故とは、それを防ぐ責務のある者が想定していなかった事象を

原因として起こること、そのように言い換えられるように思います。引き起こしたことの責任の重

さを真に受け止めているのであれば、想定外とは決して使ってはならない言葉であり、故郷を

追われ穏やかな日常を奪われた多くの住民のことを考える気持ちがあれば、決して出てはこ

ない言葉ではないでしょうか。 

 私達の業務においても、また職員それぞれの日常生活においても、事故防止は尽きること

のない課題です。想定外だったという思いが脳裏に浮かぶことのないよう、組織としても個人と

しても、その行動を常に問い直し続けなければならないと改めて感じています。 

 

2011 年（平成 23 年）7 月 

香取健康福祉センター長（香取保健所長） 

 佐久間文明 
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                  凡    例 
 １ 各表、図は、年とあるものは１月から１２月までの暦年、年度とあるものは４月 

      から翌年３月までの会計年度である。 

 ２ 各表中、年号表示のない資料は、平成２２年度分（平成２２年４月１日から平成 

      ２３年３月３１日） 

 ３ 各表欄外の（注）を参照のこと 

 ４ 各表の数字は、単位未満を四捨五入してある。したがって合計表と内訳の計が一 

      致しない場合がある。 

 ５ 各表の符号は、特にことわりのないものは次のとおりである。 

     「０」掲載単位に満たないもの      「－」 該当なし 

     「･･･」 事実不詳又は資料なし      「△」 減少を示す    

     「ｒ」  既発表の数字を訂正したもの  「・」 統計項目のありえない場合 

       「ｐ」  速報結果等暫定的なもの 

 


